
千葉市告示第１０８７号  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５１条の２５

第４項及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条 の  

３ ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 及 び 指 定 障 害児

相談支援事業者から廃止の届出があったので、次の事業者を法第  

５ １ 条 の ３ ０ 第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 児 童 福 祉 法 第 ２ ４ 条 の ３ ７ 第 ２ 号の

規定により告示します。  

令和７年１２月１７日  

千葉市長  神  谷  俊  一    

事業所の名称  

及び所在地  

事業者の名称、主たる

事務所の所在地及び代

表者の氏名  

廃止年月日 事業所番号 指定の種類 

地域の茶の

間  

千葉県千葉

市美浜区真

砂１－１０

－１７  

ＮＰＯ法人美浜未来  

千葉県千葉市美浜区磯

辺３－１４－８  

理事長  米山  正芳  

令和 7 年  

1 1 月 3 0

日  

1230100818 特定相談

支援  

1 2 7 0 1 0 0 5 4 6 障害児相

談支援  

 


